
昭和病院企業団規約  

 

 

昭和病院組合規約 (昭和５７年４月１日東京都知事許可 )の全部を

変更する。  

第１章  総則  

(企業団の名称 ) 

第１条  この企業団は、昭和病院企業団 (以下「企業団」という。 )

という。  

(企業団の構成団体 ) 

第２条  企業団は、小金井市、小平市、東村山市、東久留米市、清

瀬市、東大和市、武蔵村山市及び西東京市 (以下「構成市」という。)

をもって組織する。  

(企業団の共同処理する事務 ) 

第３条  企業団は、構成市住民の健康を保持するため、次の各号に

掲げる事務を共同処理する。  

(１ ) 医療法 (昭和２３年法律第２０５号 )に定める公的医療機関

としての病院の設置及び管理に関する事務  

(２ ) 前号に掲げる事務に関連する保健衛生事務  

(公営企業法の適用 ) 

第４条  企業団が経営する病院事業に地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）の全部を適用する。  

(企業団の事務所の位置 ) 

第５条  企業団の事務所は、東京都小平市花小金井八丁目１番１号

に置く。  

第２章  企業団の議会  

(議会の組織 ) 

第６条  企業団に企業団議会 (以下「議会」という。 )を置く。  

２  議会の議員 (以下「議員」という。 )の定数は１６人とし、構成

市から各２人を選出する。  

(議員の選挙 ) 

第７条  議員は、構成市の議会においてその議会の議員のうちから

選挙する。  

２  前項の選挙が終わったときは、構成市の長は、直ちにその結果

を企業団の企業長に通知しなければならない。  

(議員の任期 ) 



第８条  議員の任期は、構成市の議会の議員の任期による。  

２  議員が、構成市の議会の議員の職を失ったときは、その職を失

う。  

(補欠選挙 ) 

第９条  議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属していた構

成市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。  

２  第７条の規定は、本条の補欠選挙について適用する。  

(議長及び副議長 ) 

第１０条  議会は、議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しな

ければならない。  

２  議長及び副議長の任期は、議員の任期による。  

３  議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議

長の職務を行う。  

第３章  企業団の執行機関  

(企業長 ) 

第１１条  企業団に企業長を置く。  

２  企業長は、構成市の長が共同して任命する。  

３  企業長の任期は、４年とする。ただし再任することができる。  

(職員 ) 

第１２条  企業団に必要な職員を置き、企業長がこれを任免する。  

(監査委員 ) 

第１３条  企業団に監査委員２人を置く。  

２  監査委員は、企業長が議会の同意を得て、識見を有する者及び

議員のうちから各１人を選任する。  

３  監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者に

あっては４年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員

の任期による。  

第４章  企業団の経費  

(経費の支弁 ) 

第１４条  企業団の経費は、事業収入、補助金、都負担金その他の

収入によるもののほか、構成市の分賦金をもって支弁する。  

２  前項の分賦金の額は、毎年度議会の議決を経て定める。  

(分賦金の割当 ) 

第１５条  前条に定めるもののほか、分賦金に関し、その負担の割

当方法等必要な事項は別に定める。  
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第５章  開設者協議会  

(開設者協議会の設置 ) 

第１６条  構成市に重大な影響がある企業団経営の基本方針、その

他重要な事項について協議するため、昭和病院企業団開設者協議

会（以下「協議会」という。）を置く。  

２  協議会の委員は、構成市の長及び企業長（以下「構成市長等」

という。）をもってあて、構成市長等の職を失ったときは、委員

の職を失う。  

３  構成市長等に事故あるとき、又は構成市長等が欠けたときは、

構成市長等の職務を代理する者が、委員の職務を代理する。  

４  協議会の運営その他必要な事項については、協議会で定める。  

 

附 則  

１  この規約は、平成２６年８月１日から施行する。  

２  この規約施行の際、変更前の規約第６条の規定に基づき、構成

市の議会議員のうちから選挙され議員の職にある者については、

変更後の規約第７条の規定により選挙された議員とみなす。  

３  この規約施行の際、変更前の規約第１２条の規定に基づき、組

合の職員として任命された者については、変更後の規約第１２条

の規定により任命された職員とみなす。  

４  この規約施行の際、変更前の規約第１３条の規定に基づき、監

査委員の職にある者については、変更後の規約第１３条の規定に

より選任された監査委員とみなす。  

 ５  この規約施行の際、変更前の規約第１４条及び第１５条の規定

に基づき定められた分賦金の額等については、変更後の規約第１

４条及び第１５条の規定により定められたものとみなす。  


